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□ 評価にあたっての基本的な考え方

北海道地方独立行政法人評価委員会は、地方独立行政法人法第 28条の規定により、
北海道公立大学法人札幌医科大学（以下「法人」という。）の平成 27 年度における業
務実績に関する評価を実施した。

なお、評価に当たっては、自主・自律的な大学運営及び教育研究の特性に配慮しな

がら、中期目標の達成に向けた法人の当該事業年度における中期計画の実施状況を調

査及び分析し、業務実績の全体について総合的に評価を行った。

評価委員会の業務実績に関する評価については、北海道地方独立行政法人評価

委員会条例第６条第６項及び北海道地方独立行政法人評価委員会運営要綱第２条

第２項の規定により、公立大学部会の議決をもって評価委員会の議決とした。

なお、当部会が具体的に評価を行うに当たっては、「北海道地方独立行政法人評

価基本方針」及び「北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領」に基づ

き、次の考え方により評価を行った。

○ 評価の方法

評価は、「項目別評価」と「全体評価」により実施した。

「項目別評価」は、法人が作成した業務実績報告書を踏まえ、ヒアリング等

を通じて、年度計画の項目ごとに業務の実施状況の確認や法人の自己点検・評

価の妥当性を検証し、総合的に判断の上、評価を行った。

「全体評価」は、項目別評価の結果を踏まえた上で、法人の業務実績全体に

ついて、記述式により評価を行った。

○ 評価の基準

法人が行う４段階（Ｓ～Ｃ）の自己点検・評価の結果を踏まえ、総合的に判

断の上、５段階（Ⅴ～Ⅰ）で評価を行った。

【法人が行う自己点検・評価基準】

Ｓ：上回って実施している

Ａ：十分に実施している（達成度が９割以上）

Ｂ：十分に実施していない（達成度が９割未満）

Ｃ：実施していない

【評価委員会が行う項目別評価基準】

Ⅴ：特筆すべき進捗状況にある

Ⅳ：順調に進んでいる（すべてＳ～Ａ）

Ⅲ：おおむね順調に進んでいる（Ｓ～Ａの割合がおおむね９割以上）

Ⅱ：やや遅れている（Ｓ～Ａの割合がおおむね９割未満）

Ⅰ：重大な改善事項がある
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